
ケアハウスあかつき 入居案内 

 

家族の皆様へ 

 ケアハウスは家族の様々な事情により、日々お世話が出来ないご老人を、家庭に代わってお世話する

施設です。ご老人がホームに入所されても、家族の一員であることには何ら変わりはありません。むし

ろ、今までとは違う新しい環境で安心して生活を送るために、新しい家族関係を創り上げてもらい、家

族としてできるだけの関わりをもって頂けたらと考えています。 

 ご老人のホーム入所にあたり、ホームでの生活について、また家族の皆さんに協力して頂きたいこと

を御理解して下さいます様よろしくお願いします。 

 

入所の資格 

① ６０歳以上（配偶者と共に利用するときは、どちらかが６０歳以上）で、身の回りのことができ

て、共同生活に適する健康状態にある方。 

② 自炊ができない程度の身体機能の低下がみられ、独立して生活することが困難と認められた方。 

③ 同居人の健康状態が悪い等の理由で支援が困難で、同居が困難であると認められた方。 

④ 結核、その他の伝染病疾患にかかっていない方。 

⑤ 定められた利用料負担のできる方。 

⑥ 身元引受人が得られる方。ただし、真にやむを得ない特別な事情があると認められる場合は要し

ない。 

 

申込みの手続き 

 入居を希望される方は、身元引受人と共に面接を受けて頂きます。 

 添付書類と共に入所申込書を提出して下さい。 

【添付書類】 

 ◇健康診断書（所定の用紙をお渡し致します。） 

 ◇住民票 

 ◇年収のわかる物（例：年金の源泉徴収票、通帳のコピー等） 

 

費用負担 

 毎月の利用料は、厚生労働省の定める基準により、利用者の所得に応じて区分されています。利用料

には、食事・入浴等のサービスが含まれています。 

 利用料は、生活費＋サービスに要する費用（事務費）＋居住に要する費用（管理費）の合計です。 

 本人の自己負担金は、前年の収入（１月～１２月までの収入）に応じて負担していただきます。 

◎一時金（敷金）３０万円 

 退所時のリフォーム費用に充て、残金は返金いたします。 

 ※ 対象収入は、前年の収入から税金（固定資産税を除く）、社会保険、医療費等の必要経費を除い

た額です。 

 ※ 施設の前に駐車場がありますので、御利用ください。（月額 3,000円必要です。） 

 ※ 別途にコンセントで使う電気料、電話代等に 5,000円程必要になります。 

 ※ 自己負担金は、毎年 7月 1日に新しい料金として変更されます。 

   なお、冬季暖房費として１１月～３月まで（2,242円／１人、4,484円／２人）を加算します。 



施設の状況 

① 居室は陽当りが良く、ベランダ付きです。 

単身部屋 約 ８畳 ４６室 洋間 お風呂は大浴場にてご利用下さい。 

夫婦部屋 約１０畳 ２室 和室 夫婦部屋には専用のお風呂もあります。 

  設備としてミニキッチン（電磁式）・清潔感のある洗面所とトイレ・便利な押入れ・電話・ 

ナースコール等。さらに単身部屋にはベッドがついています。冷暖房装置も完備しており、明るい

雰囲気の部屋となっております。 

 

② 食事は３食とも給食です。専任の栄養士と調理員が、季節にあわせた献立で、利用者の好みと健

康に留意して心を込めて調理したお食事を１階の食堂で食べて頂きます。 

 

③ お風呂は大浴場でゆっくりと入浴して頂けます。３階には個浴もあります。 

 

 ④ 余暇活動は、入居者の希望により、各種教室や旅行等の企画を職員がお手伝いします。 

   あかつきサロン、カラオケ、映画など自由に参加できます。 

 

 ⑤ 在宅福祉サービス（デイサービスやホームヘルパー派遣等）を受ける場合や困った時には、あか

つき在宅介護支援センターの職員が相談にのります。 

 

 ⑥ 建物内部には段差が少なく、車椅子の方でも安心して生活できます。（エレベータ完備） 

 

 ⑦ デイサービスセンター・ホームヘルパー事業も併設しております。 

   ケアハウス入居の方もご利用できます。 

 

 ⑧ 身の回り品については、ご相談ください。 

 

 

生活時間 

時  間 内     容 

ＡＭ  7:30～ 

 

ＡＭ  9:00 

 

 

 

AＭ 11:45～ 

 

 

PM  ３:30 

 

    5:30～ 

 

 

    9:00 

朝食 7:30～8:30  

 

ラジオ体操 

   １階玄関前ロビーにて 

 

 

昼食 11:45～13:00 

    

 

 

 

夕食 5:30～6:30  

 

 

消灯 

 

 

入浴時間 

（女性） 

AM 9:00 

 

 ＡＭ11:００ 

 

 ＰＭ1:30 

 

 

 

 

 

 

PM9:00 

 

喫茶時間 

AM 9:00 

 

AM11:00 

 

 入浴時間 

 （男性） 

 ＰＭ1２:30 

 

 

 

 

 

ＰＭ9:00 



利 用 料 規 程 

 

ケアハウスあかつき 

 

 毎月の利用料は、事務費本人負担金、生活費本人負担金と管理費月額の合計となります。 

 ※事務費の一部については、利用料本人の所得に応じて助成があります。 

 

Ⅰ．サービスに要する費用（事務費）本人負担金額（月額）                 

令和 2年 ４月 １日現在 

 

 対象収入による階層区分 本人からの事務費徴収額（月額） 

1 １，５００，０００円以下 １０，０００円 

2 １，５００，００１円～１，６００，０００円 １３，０００円 

3 １，６００，００１円～１，７００，０００円 １６，０００円 

4 １，７００，００１円～１，８００，０００円 １９，０００円 

5 １，８００，００１円～１，９００，０００円 ２２，０００円 

6 １，９００，００１円～２，０００，０００円 ２５，０００円 

7 ２，０００，００１円～２，１００，０００円 ３０，０００円 

8 ２，１００，００１円～２，２００，０００円 ３５，０００円 

9 ２，２００，００１円～２，３００，０００円 ４０，０００円 

10 ２，３００，００１円～２，４００，０００円 ４５，０００円 

11 ２，４００，００１円～２，５００，０００円 ５０，０００円 

12 ２，５００，００１円～２，６００，０００円 ５７，０００円 

13 ２，６００，００１円～２，７００，０００円 ６４，０００円 

14 ２，７００，００１円以上 ６８，２００円 

 

 ※ 対象収入とは、前年の収入（社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く）から、

租税（固定資産税を除く）、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 

 

 ※ 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の２分の１をそれぞ

れの対象収入とする。その額が 1,500,000円以下に該当する場合、事務費本人負担額が３０％減

額できる。 



Ⅱ．生活費本人負担額 

 

  月 額  ４４、５１２円（食費含む） 

朝食  … １４６円 

昼食  … ２８０円 

夕食  … ２５０円 

  暖房費   ２、２８３円（１１月～３月） 

   

Ⅲ．居住に要する費用（管理費） 

 

  一時金（敷金） ３００，０００円 

  管理費月額    １７，５００円 

※一時金（敷金）については、入居時に徴収することとし、退所の際のリフォーム費用とする。 

 

Ⅳ．その他の負担金 

 

①  各部屋で使用される電気代（基本料月額１，２００円）＋使用料を負担 

 

②  水道代（月額１，２００円・２人部屋を利用される方は、１，８００円） 

 

 ③ 電話機器使用料（月額５００円）＋使用料を負担 

 

 ④ 駐車料金（月額３，０００円） 但し駐車場を利用される方のみ 

 

⑤ セーフティボックス（月額１，０００円） 但しボックスを利用される方のみ 



入所にあたってのお願い 

 

 この度、あなたはケアハウスあかつきへの入所が決定いたしました。つきましては、入所時までにご

持参頂くものがございますので、準備をお願いいたします。 

 

◎入所当日にご持参いただくもの 

 

１．転出証明書 

 現在お住まいの市区町村役所で出ます。日付は、入所する当日の日付でお願いします。 

 なお、関市内の方は不要です。 

 

２．年金証書 

 

３．印鑑（認め印） 

 入所後、事務所にお預け頂きますので、どこにも登録していないものをお願いします。 

 

４．通帳 

 年金の振り込まれている通帳は、解約しないでご持参下さい。 

 

５．病状紹介状 

 現在かかられている病院にそのまま通院なさる場合は結構です。 

 

６．薬２週間分 

 現在、投薬を受けている方のみ、ご持参下さい。 

 

７．所得課税証明書 

 現在お住まいの（１月１日に住まれていた）市区町村役所で取って下さい。 

 

８．手帳等 

 身体障害者手帳・愛の手帳等、お持ちの方はご持参下さい。 

 

９．医療保険等 

 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・福医療証は、現在お住まいの市区町村役所にお返し下さい。 

 国保以外の社会保健加入の遠隔地・住所変更の手続きをしてきて下さい。 

 なお、福・障医療証の人は、加入状況連絡票を役所からもらってきて下さい。 

（関市内在住の方は結構です。） 

 

１０．荷物について 

 ベッドはありますので布団、生活用品等、必要なものは御用意ください。 

＊運搬の際、台車をお貸ししますので、申し出て下さい。 

 

１１．その他 

 現在お住まいの近くの郵便局に、転居届けを出しておくと、１年間郵便物が転送してもらえますので、

大変便利です。 


